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課
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の
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建

築

指

導

課
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了
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◎
岡
山
県
告
示
第
十
一
号

防
衛
省
に
お
い
て
採
用
す
る
自
衛
官
の
う
ち
自
衛
官
候
補
生
の
令
和
三
年
度
募
集
の
要
領
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
一
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

採
用
自
衛
官
の
区
分

自
衛
官
候
補
生

二

応
募
資
格

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
で
、
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
（
三
十
二

歳
の
者
に
あ
っ
て
は
、
同
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
に
達
す
る
月
の
翌
月
の
末
日
現
在
で
三
十
三
歳
に

達
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る

）
で
、
か
つ
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

。

第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

三

受
付
期
間

令
和
四
年
一
月
二
十
日
か
ら
同
年
二
月
十
七
日
ま
で

四

採
用
試
験
種
目
（
状
況
に
よ
り
筆
記
試
験
及
び
適
性
検
査
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
試
験
を
実
施
）

１

筆
記
試
験

２

適
性
検
査

３

口
述
試
験

４

身
体
検
査

五

志
願
票
の
請
求
先
及
び
提
出
先

市
役
所
若
し
く
は
町
村
役
場
又
は
自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
、
同
本
部
出
張
所
、
同
本
部
地
域

事
務
所
若
し
く
は
同
本
部
募
集
案
内
所

六

採
用
試
験
期
日

令
和
四
年
二
月
二
十
七
日

七

試
験
場

１

岡
山
第
二
合
同
庁
舎
（
岡
山
市
北
区
下
石
井
）

２

陸
上
自
衛
隊
三
軒
屋
駐
屯
地
（
岡
山
市
北
区
宿
）

八

採
用
予
定
時
期

１

令
和
四
年
三
月
下
旬
か
ら
同
年
四
月
上
旬
ま
で
の
間

２

右
記
の
他
に
設
定
す
る
場
合
が
あ
る
。

九

そ
の
他

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
五
の
志
願
票
の
請
求
先
及
び
提
出
先
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部

〇
八
六

二
二
六

〇
三
六
一

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
津
山
出
張
所

〇
八
六
八

二
二

五
六
三
七

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
倉
敷
地
域
事
務
所

〇
八
六

四
二
二

七
三
五
八

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
高
梁
地
域
事
務
所

〇
八
六
六

二
二

二
三
一
四

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
岡
山
募
集
案
内
所

〇
八
六

二
二
四

二
八
二
四

－
－

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
/
p
c
o
/
o
k
a
y
a
m
a
/
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◎
岡
山
県
告
示
第
十
二
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
及
び
そ
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
申
請
の
概

要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
し
、
及
び
そ
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に

つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

株
式
会
社
天
満
屋
ホ
テ
ル
ズ
ア
ン
ド
リ
ゾ

ツ
ー

住
所

岡
山
県
岡
山
市
北
区
本
町
番

号
6

3
6

氏
名

代
表
取
締
役

伊
原
木
一
衛

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
株
式
会
社
天
満
屋
ホ
テ
ル
ズ
ア
ン
ド
リ
ゾ

ツ
ホ
テ
ル
リ
マ

ニ
ー

ー

所
在
地

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
牛
窓

番
地

3
9
0
0
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 新 設 新 設 新 設 新 設

66の３－ロ 66の３－ハ
66の３－ロ 66の３－ロ 66の３－ロ

種 類 旅館業の用に供する洗 旅館業の用に供する入
旅館業の用に供する洗 旅館業の用に供する洗 旅館業の用に供する洗

濯施設（２階エステ） 浴施設（２階大浴場）
濯施設（地下１階女子 濯施設（１階防災セン 濯施設（１階主厨房）
更衣室） ター入口）

能 力 4.5kg 4.2kg 8kg 12kg 4.1㎥×２基

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

断続１時間使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続１時間 同左 同左 断続12時間夏季のみ使用
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 10 20
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 100 120 100 120 100 120 100 120 60 80
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 100 120 100 120 100 120 100 120 60 80

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 120 150 120 150 120 150 120 150 50 60

油 分（㎎／Ｌ） 5 10 5 10 5 10 5 10 1 2

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 10 20 10 20 10 20 10 20 15 20

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5

大腸菌群数（個／㎤） － － － － － － － － 3,000以下 －

備考 １ 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。

２ 入浴施設（２階大浴場）から排出される汚水等の量は各特定施設からの排水量の合計を示す。
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区 分 新 設 新 設 新 設 新 設 新 設

66の３－ハ 66の３－ハ
66の３－ハ 66の３－ハ 66の３－ハ旅館業の用に供する入 旅館業の用に供する入

種 類 旅館業の用に供する入 旅館業の用に供する入 旅館業の用に供する入浴施設（３・４階ＭＴ 浴施設（５階ＤＴＷ・
浴施設（２階エステ） 浴施設 ３階ＴＷ洋室 浴施設 ４階ＴＷ洋室（ ） （ ）Ｗ洋室 305・306号室 和室 503号室））

能 力 0.378㎥ 0.293㎥×18基 0.384㎥×２基 0.293㎥×18基 0.384㎥

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続１時間 同左 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 60 80 60 80 60 80 60 80 60 80
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 60 80 60 80 60 80 60 80 60 80

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60

油 分（㎎／Ｌ） 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5

大腸菌群数（個／㎤） 3,000以下 － 3,000以下 － 3,000以下 － 3,000以下 － 3,000以下 －

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 新 設 新 設 変 更 前 変 更 後 廃 止

66の３－ハ
66の３－ハ 66の３－ハ 66の３－イ

種 類 同左 旅館業の用に供する入
旅館業の用に供する入 旅館業の用に供する入 旅館業の用に供するち

浴施設
浴施設（５階ＤＴＷ・ 浴施設（５階ＤＴＷ・ ゆう房施設（主厨房・
洋室 502号室） 洋室 511・512号室） 和厨房）

１：10.5㎥×２基
主厨房：700食／日 ２：245L×１基能 力 0.403㎥ 0.397㎥×２基 同左
和厨房：300食／日 ３：180L×38基

４：205L×４基

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 － 許可後直ちに －

工 事 完 成 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 － 許可後直ちに －

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 － 許可後直ちに －

断続７時間 断続５時間使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

冬季は減小 冬季は減少びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続１時間 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 0.5 1 0.5 1 48 60 5 10 68 85
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 60 80 60 80 330 370 330 370 60 80
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 60 80 60 80 250 280 250 280 60 80

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 50 60 50 60 280 330 280 330 50 60

油 分（㎎／Ｌ） 1 2 1 2 20 30 20 30 1 2

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5

大腸菌群数（個／㎤） 3,000以下 － 3,000以下 － 3,000以下 － 3,000以下 － 3,000以下 －

備考 １ 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
２ ちゅう房施設から排出される汚水等の水量は各特定施設からの排水量の合計を示す。
３ 廃止する入浴施設から排出される汚水等の水量は各特定施設からの排水量の合計を示す。
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区 分 廃 止

72
種 類 し尿処理施設

能 力 1,200人槽

工 事 着 手 予 定 年 月 日 －

工 事 完 成 予 定 年 月 日 －

使 用 開 始 予 定 年 月 日 －

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 192 240
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5.8～8.6
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 15 20
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 20 30

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 40 50

油 分（㎎／Ｌ） 2 3

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 15 20

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 3 5

大腸菌群数（個／㎤） 3,000以下 －

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

区 分 廃 止

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 し尿処理施設

種 類 し尿浄化槽

構 造 ＲＣ

主 要 寸 法 15ｍ×18ｍ×4.4ｍ

能 力 1,200人槽

処 理 の 方 法 接触曝気方式

工 事 着 手 予 定 年 月 日 －

工 事 完 成 予 定 年 月 日 －

使 用 開 始 予 定 年 月 日 －

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並び
にその使用に季節的変動がある場合はその概 連続24時間
要

使用時において 処 理 前 処 理 後
当該特定施設か 区 分
ら排出される汚 通 常 最 大 通 常 最 大
水等の汚染状態
の通常の値及び 水 量（mg／Ｌ） 192 240 192 240
最大の値並びに
当該汚水等の通 ｐ Ｈ 5.8～8.6 5.8～8.6
常の量及び最大
の量 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 200 240 15 20

ＣＯＤ（mg／Ｌ） 150 180 20 30

Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 250 300 40 50

油 分（mg／Ｌ） 15 20 2 3

Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 20 30 15 20

Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 5 10 3 5

大腸菌群数（個㎤） 無数 無数 3,000以下 3,000以下
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(5) 排水口に関する事項

排 水 口 番 号 Ｎｏ．１ Ｎｏ．２（湧水＋雨水） Ｎｏ．３（雨水）

変 更 前 変 更 後 新 設 新 設
区 分

通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大

水 量（㎥／日） 192 240 0 100 0 1.8 0 0

ｐ Ｈ 5.8～8.6 － － －

ＢＯＤ（mg／Ｌ） 15 20 － － － － － －

ＣＯＤ（mg／Ｌ） 20 30 － － － － － －

Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 40 50 － － － － － －

油 分（mg／Ｌ） 2 3 － － － － － －

Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 15 20 － － － － － －

Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 3 5 － － － － － －

大腸菌群数 個㎤ 3,000以下 － － － － － － －（ ）

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 令和４年１月14日から同年２月４日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び瀬戸内市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
新
庄
字
地
頭
部
四
三
八
九
の
一
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め
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◎
岡
山
県
告
示
第
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

栃
原
久
米
南
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

久
米
郡
久
米
南
町
上
籾
字
龍
王
山
八
五
四
番
一

新

二
七
〇
・
〇

地
先
か
ら

三
・
五
～

久
米
郡
久
米
南
町
上
籾
字
柴
山
八
八
六
番
一
地

一
八
・
三

先
ま
で

久
米
郡
久
米
南
町
上
籾
字
龍
王
山
八
五
四
番
一

旧

二
七
〇
・
〇

地
先
か
ら

三
・
〇
～

久
米
郡
久
米
南
町
上
籾
字
柴
山
八
八
六
番
一
地

一
二
・
四

先
ま
で

令和４年１月１４日　岡山県公報　第１２３６１号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

栃
原
久
米
南

久
米
郡
久
米
南
町
上
籾
字
龍
王
山
八
五
四
番
一
地
先

令
和
四
年
一

線

か
ら

月
十
四
日

久
米
郡
久
米
南
町
上
籾
字
柴
山
八
八
六
番
一
地
先
ま

で
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◎
岡
山
県
告
示
第
十
六
号 

岡
山
県
快
適
な
環
境
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
七
十
四
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
物
と
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
放
置
自
転
車
の

処
分
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
四
年
一
月
十
四
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

放
置
自
転
車
の
車
輪
の
大
き
さ
及
び
フ
レ
ー
ム
の
色
、
数
量
並
び
に
自
転
車
防
犯
登
録
番
号
標
等 

                        

二 

条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
日 

令
和
三
年
十
一
月
二
十
四
日 

三 

放
置
さ
れ
て
い
る
場
所 

玉
野
市
築
港
一
丁
目
地
先 

宇
野
港
フ
ェ
リ
ー
タ
ー
ミ
ナ
ル
東
駐
輪
場 

四 

こ
の
告
示
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
場
合
は
、
一
の
放
置
自
転
車
を
処
分
す

る
。 

五 

担
当
部
課
名
及
び
連
絡
先 

岡
山
県
備
前
県
民
局
建
設
部
宇
野
港
管
理
事
務
所 

玉
野
市
宇
野
一
丁
目
八
番
九
号 

電
話
番
号 

〇
八
六
三
―
三
一
―
三
二
一
一 

 

二
六
イ
ン
チ 

緑 

二
六
イ
ン
チ 

緑 

二
六
イ
ン
チ 

青 

二
六
イ
ン
チ 

白 

二
六
イ
ン
チ 

白 

二
六
イ
ン
チ 

白 

二
六
イ
ン
チ 

白 

二
六
イ
ン
チ 

茶 

二
六
イ
ン
チ 

黒 

二
六
イ
ン
チ 

黒 

二
六
イ
ン
チ 

黒 

二
六
イ
ン
チ 

銀 

二
六
イ
ン
チ 

銀 

二
六
イ
ン
チ 

赤 

二
六
イ
ン
チ 

赤 

二
六
イ
ン
チ 

赤 

二
六
イ
ン
チ 

紫 

二
六
イ
ン
チ 

紫 

二
六
イ
ン
チ 

桃 

二
十
イ
ン
チ 

白 

 

車
輪
の
大
き
さ
及
び
フ
レ
ー
ム
の
色 

 

一
台 

一
台 

四
台 

一
台 

一
台 

一
台 

二
台 

一
台 

一
台 

一
台 

二
台 

一
台 

五
台 

一
台 

一
台 

二
台 

一
台 

一
台 

一
台 

一
台 

数
量 

 

岡
山
西
Ｋ
〇
六
七
〇
〇 

不
明 

不
明 

岡
山
南
Ｊ
二
一
四
四
二 

玉
野
Ｈ
一
一
〇
〇
七
七 

岡
山
南
Ｊ
四
九
二
二
三 

不
明 

玉
野
Ｈ
一
一
五
五
五 

玉
野
Ｈ
〇
五
八
〇
九 

玉
野
Ｈ
一
三
二
二
三 

不
明 

玉
野
Ａ
二
六
八
〇
三 

不
明 

玉
野
Ｈ
一
二
〇
六
〇 

香
川
県
警
察
Ａ
Ｄ
九
九
三
六
七 

不
明 

岡
山
中
央
Ｈ
七
〇
五
二
一 

不
明 

玉
野
Ｈ
〇
二
八
六
二 

不
明 

自
転
車
防
犯
登
録
番
号
標
等 
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〔
一
一
〕
令
和
四
年
一
月
十
三
日
を
も
っ
て
、
第
四
十
八
期
岡
山
県
労
働
委
員
会
委
員
の
う
ち
労
働
者

委
員
に
欠
員
が
生
じ
た
の
で
、
補
欠
労
働
者
委
員
を
任
命
す
る
た
め
、
労
働
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
二

十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
委
員
の
候

補
者
（
以
下
「
候
補
者
」
と
い
う
。
）
の
推
薦
を
求
め
る
。 

 
 

令
和
四
年
一
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

候
補
者
の
推
薦
資
格
を
有
す
る
も
の 

 
 

岡
山
県
の
区
域
内
の
み
に
組
織
を
有
す
る
労
働
組
合
（
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
労
働

組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る

旨
の
岡
山
県
労
働
委
員
会
の
証
明
を
受
け
た
も
の 

二 

候
補
者
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者 

 
 

労
働
組
合
法
第
十
九
条
の
十
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
欠
格

条
項
に
該
当
し
な
い
者 

三 

補
欠
労
働
者
委
員
の
数
及
び
任
期 

 

１ 

委
員
の
数 

一
名
。
た
だ
し
、
推
薦
す
る
候
補
者
の
数
は
、
制
限
し
な
い
。 

 

２ 

任
期 

任
命
の
日
か
ら
令
和
四
年
十
一
月
二
十
七
日
ま
で 

四 

提
出
書
類 

 

１ 

推
薦
書
（
様
式
） 

 

２ 

候
補
者
の
履
歴
書 

 

３ 

労
働
組
合
法
施
行
令
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
岡
山
県
労
働
委
員
会
の
証
明
書 

五 

書
類
の
提
出
期
限 

 
 

令
和
四
年
二
月
二
十
二
日
（
火
）
。
な
お
、
郵
送
の
場
合
、
同
日
ま
で
に
到
着
し
た
も
の
に
限
り
、

受
け
付
け
る
。 

六 

書
類
の
提
出
先 

 
 

岡
山
県
産
業
労
働
部
労
働
雇
用
政
策
課
（
岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
十
六
号
） 
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 様式 

 

 

令和  年  月  日   

                                                               

岡山県知事  伊 原 木  隆  太  殿 

 

 

                               所 在 地         

 

                              労 働 組 合 の 名 称         

 

                          代 表 者 の 氏 名                       印 

 

 

 

労働組合法（昭和24年法律第174号）第19条の12第３項及び労働組合法施行令（昭和24

年政令第231号）第21条第１項の規定により，第48期岡山県労働委員会補欠労働者委員候

補者として次の者を推薦します。 

 

記 

 

ふ り が な       

氏 名       

生 年 月 日      

（ 年 齢 ）      

所属労働組合名及び所属職場名                

並 び に こ れ ら に お け る 地 位                
略 歴 備 考 
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〔
一
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
四
年
一
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
壱
丁
田
二
七
三
六

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
児
島
小
川
四
丁
目
六

五
一

－

小
倉

恭
兵

三

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

令
和
三
年
十
月
十
一
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
五
八
号

令和４年１月１４日　岡山県公報　第１２３６１号



〔

〕

（

）

一

令
和
三
年
十
一
月
二
十
六
日
付
け
公
布
岡
山
県
告
示
第
五
百
八
十
二
号

保
安
林
の
解
除
予
定

に
誤
り
が
あ
っ
た
。

行

誤

正

終
わ
り
か
ら
五

二

二
（
以
上
四
十
九
筆
国
有
林
）
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